
長野市監査委員告示第２号  

 

地方自治法第199条第12項の規定に基づき、長野市長から措置を講じた旨

の通知があったので、同項の規定によりその内容を公表します。 

平成22年２月４日 

長野市監査委員    増 山 幸 一 

同           高 波 謙 二 

同      岡 田 荘 史 

同           塩 入   学 
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措置の通知書 

 

平成 21 年度 随時監査（工事監査・前期）（21 監査第 45 号）分 

指摘事項及び意見 措 置 状 況 

（指摘事項） 

１ 計画、設計及び積算について 

（報告書３、４ページ）

(1) 設計・積算において、以下の違算や書類

不備が散見された。 
今後はこのようなことのないよう、積算

基準の理解と発注前の十分な審査体制の確

立を要望する。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①数量計算において、積算基準で統一され

ている数値基準どおりに端数処理をし

ていない事例や、土量換算係数を考慮し

ていない事例があった。 

  （戸隠支所・農業土木課・道路課・河川

課・維持課・都市計画課・公園緑地課）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指摘事項については、課内研修の対象とするな

ど、担当者へ周知するとともに、発注前の審査体

制を強化することで改善を図った。 

（道路課）

 

指摘事項については、課内会議を開催するなど

して、担当者へ周知するとともに、統一基準（マ

ニュアル）を作成し、発注前の審査体制の強化を

図った。 

（河川課）

 

指摘事項については、課内研修（H21.11.6）を

行い、担当者へ周知するとともに、発注前の審査

体制を強化することで改善を図った。 

（都市計画課）

 

 指摘事項については、担当者へ周知するととも

に、発注前の審査体制を強化することで改善を図

った。 

（駅周辺整備局）

 

設計担当者に対して、積算基準遵守の徹底を指

示した。 

また、設計書の事前審査について詳細に行う様

に、再度指示、徹底を図った。 

（戸隠支所）

 

計算数値の端数処理単位は、県の積算基準で定

められている。しかし、工種数が十分ではないの

で、より詳細な国の基準を配布して統一を図った。

また、土工の変化率を考慮しない場合、土工量が

多くなると積算額に影響するので、量の多少に関

わらず、変化率を考慮した計算をするよう周知し、

改善を図った。 

（道路課）

 

長野県標準歩掛の“数量基準等”と“土木工事数

量算出要領（案）”に従い適正に算出するよう、平

成 21 年 9月 29 日に課内で会議を開催し統一した。

（河川課）
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措置の通知書 

 

平成 21 年度 随時監査（工事監査・前期）（21 監査第 45 号）分 

指摘事項及び意見 措 置 状 況 

（指摘事項） 

（続く）

 
 
 
 
 
 
 
 
②積算における適用単価日の設定誤りか

ら、適正な単価が用いられていない事例

があった。 
  （大岡支所・維持課・建築指導課・公園

緑地課・駅周辺整備局・保健給食課）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③工事場所や施工期間による現場条件の

違いを設計工事費に反映させるための

豪雪地域補正や冬期補正を考慮されて

いない事例があった。 

  （産業政策課・道路課・河川課・維持課・

都市計画課・区画整理課・公園緑地課・

下水道建設課） 
 

 

計算数値の端数処理単位は、県の積算基準で定

められている。県の基準に工種がないもので国の

基準がある工種については、それを使い端数処理

するよう統一を図った。 

 土工の変化率については、土量の多少に関わら

ず、変化率を考慮した計算をするよう周知し、改

善を図った。 

             （都市計画課）

 

積算における適用単価日の設定誤りから、適正

な単価が用いられていない事例については、今後

は留意すると共に、チェック体制の強化に努め、

適正な単価を用いるように改善を図った。 
（大岡支所）

 

設計及び積算を９月に行ったが、予算流用及び

決裁に手間がかかり、翌月の起工伺いになってし

まい、10 月に単価改正があったことを見落として

しまった。 

よって設計及び積算を行ったら早期に起工伺い

を行うよう改善を図った。 

（駅周辺整備局）

 

本件は、冬期間の施工に計上されるべき冬期補

正や地区によっては必要な豪雪補正が加算されて

いなかったものである。設計書の積算に際しては、

工事場所や施工時期を考慮して適正な補正を行う

よう周知し、改善を図った。 
（道路課）

 

長野県標準歩掛に基づき、特別な場合以外は豪

雪地域補正・冬期補正を見込むように平成 21 年７

月 17 日に課内で会議を開催し統一した。 

（河川課）

 

本件は、工事が冬期間の施工になる場合計上さ

れるべき冬期補正や地区によっては必要な豪雪補

正が加算されていなかったものである。工事設計

書の積算に際しては、工事場所や施工時期を考慮

して適正な補正を行うよう周知し、改善を図った。

      （都市計画課）
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措置の通知書 

 

平成 21 年度 随時監査（工事監査・前期）（21 監査第 45 号）分 

指摘事項及び意見 措 置 状 況 

（指摘事項） 

（続く）

 

 

 

 

 

 

 

④工場製作品を現地に設置する工事の積

算において、積算システム（積算処理を

行うためのコンピューター・システム）

に誤ったコード番号を入力したため、設

計工事費が誤っていた事例があった。 

（河川課）

 

⑤施工内訳表（単価表）に含まれている経

費を別途計上しており、二重計上となっ

ていた事例があった。 

（鬼無里支所・道路課）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦河川・水路工事において、設計・施工に

必要な縦断図が設計図書に添付されて

いない事例があった。 

（河川課・農業土木課）

 

 

 

当課の工事発注箇所は市街化区域内の平坦部の

みであることから、豪雪地域補正や冬期補正は計

上していなかったが、今回部内に設置されている

担当補佐係長会議に諮るなかで、今後は統一を図

ることとした。また、照査時においてのチェック

体制を強化することで改善を図った。 

（区画整理課）

 

長野県標準歩掛に基づき、適正に積算するよう、

平成 21 年 9 月 29 日に課内で会議を開催し統一し

た。 

（河川課）

 

 

 

左記指摘事項については、上平線道路改良工事

のブロック積工設計時、施工内訳表（単価表）に

含まれている目地工（3.2 ㎡分）を別途計上したこ

とによる原因であったため、ブロック積工出来高

との調整により、改善を図った。 

 今後、このような事例を生じないよう歩掛りの

精査及び照査時のチェック体制を強化することで

改善を図った。 

             （鬼無里支所）

 

本件は、ブロック積の水抜工を２重計上したも

のである。積算システムの歩掛りの内容を確認し

ないで処理したため、事例が発生した。 
経験が少ない工種の積算に際しては、特に注意

が必要であり、積算システムの歩掛り内容を確認

しながら作業を行うよう周知し、改善を図った。 
（道路課）

 

河川・水路工事においては、原則的に縦断図を

作成するように、平成 21 年 11 月 27 日に課内で会

議を開催し統一した。 

（河川課）
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措置の通知書 

 

平成 21 年度 随時監査（工事監査・前期）（21 監査第 45 号）分 

指摘事項及び意見 措 置 状 況 

（指摘事項） 

２ 契約について 

（報告書４ページ）

契約金額 50 万円以下の小規模工事におい

て、同一現場における同工種の工事を分割発

注した事例が見受けられた。 

業者発注の透明性や工事費の経済性を考

慮し、競争原理を働かせるよう、適正な工事

発注に努められたい。 

（まちづくり推進課・体育課）

 

３ 監督日誌等について 

（報告書５ページ）

監督日誌については、長野市契約規則第

47 条において、「監督職員は、（省略）監督

を行ったときは、その内容及び指示した事項

その他必要な事項を記載した監督日誌を予

算執行者に提出しなければならない。」とあ

る。 

また、契約の手引き第３章２（３）では「監

督職員は、（省略）監督を行ったときは、「監

督職員指示書」及び「工事施工協議書」等で

明確にするとともに、その内容及び指示した

事項等を記載した「監督日誌」を予算執行者

に提出しなければならない。」とある。 

しかしながら、これらの書類が作成されて

いるか確認できないものが多くあった。 

また、予算執行者である所属長等の必要な

決裁がなされていないもの、「日誌」にもか

かわらず一枚で複数月日の監督内容がまと

めて記載されているものが見受けられるな

ど、所属や監督職員により異なって処理され

ていた。 

監督日誌、監督職員指示書及び工事施工協

議書については、監督職務における重要な書

類であることから、統一的に処理されるよう

要望するとともに、実効性を高めるよう改め

てその必要性について周知を徹底し、適正な

事務執行が図られるよう望むものである。 

（建築関連工事・土木関連工事・

長野市建設技術委員会）

 

 

 

同一現場において工事を分割発注したのは、解

体工事と内装中心の建築一般工事は別工種と判断

したものである。 

今後は、「まちづくり推進課業者選定委員会」の

厳正な審査を通して、公平かつ適正な工事発注に

努めるものである。 

    （まちづくり推進課）

 

 

 

監督職員は、設計図書により工事現場を把握し、

工事が契約どおり施工されるよう監督を行ったと

きは、その日に監督日誌を作成し予算執行者に提

出し決裁をうけるように改善を図った。 

                （豊野支所）

 

工事監督職員に対して、工事監督を実施した際

は監督日誌の作成を行うように指示し、適正な事

務執行の徹底を図った。 

（戸隠支所）

 

左記指摘を受け現場へ赴いた時には、その都度

監督日誌を作成し所属長の決裁を受け、原議に添

付することで改善した。 

              （鬼無里支所）

 

監督日誌等については、監督を行った都度、そ

の内容及び指示した事項などを監督日誌に記載

し、支所長に提出するよう改善を図った。 
（大岡支所）

 

監督日誌については、契約規則及び契約の手引

きにその作成について明記されているにも拘ら

ず、その重要性が認識されていなかったことが原

因であったため、監督業務に携わる職員に対し、

監督日誌の書式およびその必要性を認識させると

ともに、監督業務を行なった場合には必ず監督員

日誌を作成し、所属長の決裁を受けるよう周知す

ることで改善を図った。     （森林整備課）
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措置の通知書 

 

平成 21 年度 随時監査（工事監査・前期）（21 監査第 45 号）分 

指摘事項及び意見 措 置 状 況 

（指摘事項） 

（続く）

 

 

「監督日誌」等の整備は、県の完了検査でも指

摘されている事項である。 

通常、各工事の変更・指示に関する契約者間の

確認は「施工協議書」で行われるが、取り交し月

日は、対象事例が発生した時点より遅れることが

多い。このため、随時の確認は「監督員指示書」

や「監督日誌」で行うこととなる。 

したがって、特に金額や重要な項目に関わる件

については、現場で業者に交付する「監督員指示

書」とともに「監督日誌」により、随時、所属長

までの決裁を取るよう周知し、改善を図った。 

（道路課）

 

原則的に監督員日誌を作成するように、平成 21

年 11 月 27 日に課内会議を開催し統一した。 

（河川課）

 

監督職員は監督を行った時は、「監督職員指示

書」及び「工事施工協議書」等で明確にするとと

もにその内容及び指示した事項等を記載した「監

督日誌」を所属長に提出するよう周知徹底を図っ

た。 

監督日誌の一枚で複数月日の内容がまとめて記

載されている件については、指示書や協議書でそ

の都度、所属長等の必要な決裁は受けており、内

容が重複する日誌については、これまで「工期全

体の監督事項の記録」としての位置づけであった。

そのためにこのような形式で作成・提出されてい

たものである。 

「日誌」のため一枚で一日分の記載とするよう

周知徹底し改善を図った。 

（住宅課）
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措置の通知書 

 

平成 21 年度 随時監査（工事監査・前期）（21 監査第 45 号）分 

指摘事項及び意見 措 置 状 況 

（指摘事項） 

（続く）

 

 

監督日誌について、「予算執行者である所属長

等の必要な決裁がなされていないもの」は、建築

課長は予算執行者ではないため、また、決裁事務

を要する案件ではない（監督業務の報告）との判

断によって処理していたことが、原因であったた

め、平成 21 年 10 月 9 日建築課職員を対象に研修

会を行い、建築課長印の押印徹底をすることとし、

改善を図った。 

また、「一枚で複数月日の監督内容がまとめて

記載されているもの」は、監督日誌（様式第 19 号）、

用紙の下に「（注）必要に応じ適宜項目を加除して

用いることができる。」の記載から、資源（用紙）

の有効利用を図るよう、一枚の用紙に複数月日の

監督内容を記載しても良いものとしていたのが原

因であったため、平成 21 年 10 月 9 日建築課職員

を対象に研修会を行い、一枚の用紙に複数月日を

記載しないよう徹底をし、改善を図った。 

なお、監督日誌等の監督職務における書類につ

いても、平成 21 年 10 月 9 日建築課職員を対象に

研修会を行い、その必要性について周知した。 

（建築課）

 

通常、各工事の変更・指示に関する契約者間の

確認は「施工協議書」により行われる。しかし、

取り交わし日は、対象事例が発生した時点より遅

れることが多く、当日の確認は「監督員指示書」

や「監督員日誌」で行うこととなる。 

したがって、特に金額や重要な項目に関わる事

例については、「監督員指示書」とともに「監督員

日誌」により、随時所属長の決裁を取るよう周知

し、改善を図った。 

        （都市計画課）

 

今回部内に設置されている担当補佐係長会議に

諮り、長野市契約規則及び契約の手引きに則り、

監督職員日誌の提出を課内統一事項として徹底す

ることで改善を図った。 

（区画整理課）
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措置の通知書 

 

平成 21 年度 随時監査（工事監査・前期）（21 監査第 45 号）分 

指摘事項及び意見 措 置 状 況 

（指摘事項） 

（続く）

 

 

監督日誌については、課内で作成していること

は確認されたが、決裁や記載方法については統一

されていなかったため、契約規則に基づいて決裁

や監督日誌記載方法の処理するよう、課内で周

知・徹底し、改善を図った。（平成 21 年 10 月 14

日） 

          （まちづくり推進課）

 

監督職員は、設計図書により工事現場を把握し、

工事が契約どおり施工されるよう監督を行ったと

きは、その日に監督日誌を作成し予算執行者に提

出し決裁をうけるように改善を図った。 

（駅周辺整備局）

監督日誌等については、工事担当部署のみにそ

の対応を委ねていたことがひとつの原因であった

が、長野市建設技術委員会（事務局：検査課）が

監督職員を対象に研修会（平成 21 年 8 月 6 日）を

開催し周知するとともに、建設技術委員会（平成

21 年 10 月 20 日）において、関係所属長を通じて、

作成の徹底を依頼することによって改善を図っ

た。 
（長野市建設技術委員会）
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